
副籍交流の実施にあたり
～保護者の方へ～



①交流には保護者が付き添います。
（原則）

※主任児童委員に連携を希望する方
のみ、地区の委員の方に同行をお願
いすることができます。

委員の方によっては、平日時間を
作れない場合もあります。ご了承く
ださい。



主任児童委員とは

地域の子どもたちのことを専門に、悩み
ごとや困りごとの相談に応じ、区や関係機
関へつなぐかけ橋の役割を担っている方々
です。

本校では、地域で顔なじみとなり、必要
な時に支えていただけるように、副籍交流
への同行をお願いしています。



②間接交流用のカードや新聞を作成
してください。※希望者のみ

※様式は、学校ホームページからダウンロードできます。
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